
令和 進

た者等（要保護者）の

課

早期発見及

び適切な保

の

護または支援並びにそ

主

の家族等関係者に

対す

な

る適切な支援を図る。

事

主たる内容

○刈谷市要

業

保護者対策地域協議会の運営

○実務者会議、

一

ケース検討会議の開催

般

○関係職員の資質の向

 
会

上を図るための研修会

計

開催

○福祉関係職員や

要

地域住民に対し要保護

保

者に関する

理解を深め

護

るための講演会開催

者

1

令和  6 年度 子育て

対

推進課の主な事業

一

策

般会計

子ども・子育て

地

支援システム管理事
予

域

算額 10,099 千円

6

協

業
目的

　子ども・子

議

育て支援関係の各課の

会

業務を一元的に

管理し

事

ている子ども・子育て

業

支援システムの安定的

予

な運用を図る。

主たる

算

内容

　子ども・子育て

額

支援システムの機器等

3

を借り上げ

るとともに

6

、システムの保守管理

年

4

を委託する。

1

令和

千

 6 年度 子育て推進課

円

の主な事業

一般会計

子ども・子育て支援シ

目

ステム改修事
予算額 1

的

04,490 千円
業

　

目的

　児童手当の制度

地

改正に対応するため、

域

子ども・子

育て支援シ

に

ステムを改修し、受給

度

お

者等の情報管理及

び手

け

当支給を適切に行う。

る

　地方公共団体情報シ

、

ステムの標準化に関す

要

る法律

の施行に伴い、

保

国の定める標準仕様書

護

に準拠してシ

ステムへ

児

移行する。

主たる内容

童

　制度改正に対応する

、

ため、必要な改修を行

子

要

う。

　システムの標準

支

化に対応するため、必

援

要な改修を

行う。

1

児

令和  6 年度 子育て推

童

進課の主な事業

一般

、

会計

家庭児童相談事業

特

予算額 7,309 千円

定

目的

　家庭における

妊

適正な児童養育その他

婦

家庭児童福祉

の向上を

育

、

図る。

主たる内容

　子

虐

育て推進課に家庭児童

待

相談室を設置し、児童

を

福

祉専門職員として家

受

庭児童相談員を配置す

け

ることに

より、家庭児

て

童の福祉に関する業務

い

のうち、専門的

知識・

る

技術を必要とする相談

高

事項について、深度の

て

齢

ある指導助言を行う。

者

1

令和  6 年度 子育

ま

て推進課の主な事業

た

一般会計

家庭児童相談

は

システム管理事業
予算

障

額 2,309 千円

目

害

的

　児童虐待、ひとり

者

親、DV相談等を一元

、

的に管理し

ている家庭

配

児童相談システムの安

推

偶

定的な運用を図る

。

主

者

たる内容

　家庭児童相

か

談システムの機器等を

ら

借り上げるとと

もに、

の

システムの保守管理を

暴

委託する。

1

力を受け



令和 進

の月額で手当を支給す

課

る。

○令和6年9月分

の

まで

　3歳未満（一律

主

） 　　     1

な

5,000円

　3歳～

事

小学生（第1・2子）

業

　10,000円

　　　〃　　 （第3子～

一

） 　15,000円

般

　中学生（一律）　　

 
会

　　　 10,000

計

円

　所得制限世帯（一

児

律） 　 　5,00

童

0円

　所得上限超過世

手

帯　　　 　支給なし

当

　支給月　6、10月

支

○令和6年10月分か

給

ら

　【第1・2子】

　

事

　3歳未満　　　　　

業

15,000円

　　3

6

予

歳～高校生年代　10

算

,000円

　【第3子

額

～】

　　0歳～高校生

3

年代　30,000円

,

　支給月　12、2月

0

2

令和  6 年度 子育

5

て推進課の主な事業

2

一般会計

児童扶養手当

,

支給事業
予算額 328

1

,464 千円

目的

　

年

6

父又は母と生計を同じ

8

くしない児童が、育成

千

され

る家庭の生活の安

円

定と自立の促進に寄与するため、

当該児童に

目

ついて児童扶養手当を

的

支給し、もって児

童の

　

福祉の増進を図る。

主

家

たる内容

　母子家庭の

庭

母又は父子家庭の父（

度

等

父又は母が重度

の障害

に

の状態にあるものを含

お

む）に対し児童扶養手

け

当を支給する。

支給額

る

（月額）

　　　　1人

生

目　　　　　45,5

活

00円

　　　　2人目

の

　　　　　10,75

安

0円

　　　　3人目以

定

降1人　  6,45

子

に

0円

　　　　所得制限

寄

　有

支給月　5月、7

与

月、9月、11月、1

す

月、3月

2

令和  6

る

年度 子育て推進課の主

と

な事業

一般会計

遺児

と

手当支給事業
予算額 5

も

2,000 千円

目的

に

　遺児の健全な育成と

、

福祉の増進を図る。

主

育

次

たる内容

　母子家庭の

代

母又は父子家庭の父（

の

父又は母が一定

以上の

社

障害の状態にあるもの

会

を含む）に対し遺児手

を

当を支給する。

　支給

担

額　　月額2,400

う

円

　　　　　　所得制

児

限無し

　支給月　　3

童

月、9月

2

て

の健やかな成長に資す

推

る。

主たる内容

　下記
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かに成長することがで

課

きる社会の実現を推進

の

する。

主たる内容

　第

主

2期子ども・子育て支

な

援事業計画（計画期間

事

：

令和2～6年度）の

業

期間満了に伴い、こども基本法に

基づき、（

一

仮称）刈谷市こども計

般

画を策定する。

■令和

 
会

6年度：計画の策定

計

3

令和  6 年度 子育て

（

推進課の主な事業

一

仮

般会計

ひとり親等相談

称

事業
予算額 4,362

）

千円

目的

　母子、父

刈

子家庭及び寡婦の生活

谷

の安定と向上のた

めに

市

必要な措置を講じ、も

こ

って母子、父子家庭及

6

ど

び

寡婦の福祉の増進を

も

図る。

主たる内容

　母

計

子等自立支援員を配置

画

し、母子、父子家庭及

策

び

寡婦に対し、相談、

定

指導、就業能力の向上

事

及び求職

活動に関する

業

支援を行う。

3

令和

予

 6 年度 子育て推進課

算

の主な事業

一般会計

年

額

施設措置事業
予算額 1

5

4,874 千円

目的

,

　配偶者のない女性と

0

その者の監護すべき児

0

童の福

祉に欠けるとこ

0

ろがある場合、施設に

千

入所させて保

護すると

円

ともに、自立の促進のためにその生活を支

援

目

する。

主たる内容　

　

度

的

配偶者のない女性とそ

　

の者の監護すべき児童

子

が入

所した母子生活支

ど

援施設に対し、母子生

も

活支援施設

措置費を給

の

付する。

3

令和  6

健

年度 子育て推進課の主

や

な事業

一般会計

ひと

か

り親家庭等日常生活支

な

援事業
予算額 1,08

子

育

4 千円

目的

　母子家

ち

庭の母、父子家庭の父

と

及び寡婦が、自立促

進

保

に必要な事由等により

護

、一時的に日常生活を

者

営む

のに支障が生じて

の

いる場合に、家庭生活

子

支援員を派

遣し、生活

育

の安定を図る。

 また

て

、地震発生時における

育

を

家具の転倒による事故

支

の防止を図り、母子世

援

帯が安心して生活でき

す

る環境

を整備する。

主

る

たる内容

〇ひとり親家

環

庭等日常生活支援事業

境

　派　遣　1日につき

を

4時間以内

　　　　　

整

1月につき10日以内

備

　負　担（1時間）

　

て

す

　生活保護世帯・市民

る

税非課税世帯　0円

　

こ

　児童扶養手当受給水

と

準の世帯　　150円

に

　　上記以外の世帯　

よ

　　　　　　  30

り

0円

〇家具転倒防止器

、

具取付費

　母子世帯に

一

対し、家具転倒防止金

人

具取付の援助を

行う。

推

ひ

3

とりの子ども

が健や



令和 進

安定、自立促進を図る

課

。

 また、継続して養

の

育費を確保することで

主

母子・父

子家庭の生活

な

の安定と子どもの健や

事

かな成長を図る

。

主た

業

る内容

〇高等職業訓練促進給付金

　給付額

　

一

100,000円又は

般

140,000円／月

 
会

(非課税世帯)

　70

計

,500円又は110

ひ

,500円／月(課税

と

世帯)

〇高等職業訓練

り

修了支援給付金

　給付

親

額

  50,000円

家

／月(非課税世帯)

 

庭

 25,000円／月

等

(課税世帯) 

〇自立

自

支援教育訓練給付金

　

6

立

給付額　60％（12

支

,001円～400,

援

000円）

〇公正証書

事

等作成費用給付金

  

業

養育費に関する公正証

予

書作成等にかかる費用

算

を助

成する。

　給付上

額

限額　40,000円

1

4

令和  6 年度 子育

2

て推進課の主な事業年

,

一般会計

子育て短期支

2

援事業
予算額 583 千

6

円

目的

　保護者の傷

2

病等により、家庭にお

千

ける養育が一時

的に困

円

難となった児童を児童福祉施設等において一

目

定期間養育することに

的

より、児童の福祉の増

　

進を図

る。

主たる内容

度

母

　近隣市の児童養護施

子

設等への委託により、

家

ショー

トステイを実施

庭

する。

　　

4

令和  

の

6 年度 子育て推進課の

母

主な事業

一般会計

子

又

育てガイドブック作成

は

事業
予算額 1,628

父

千円

目的

　子育て世

子

帯が子育てに必要な情

子

家

報を入手し、子育

て支

庭

援サービスを利用しや

の

すくなるよう、子育て

父

ガ

イドブックを見直し

の

、内容の充実を図る。

主

主たる内容

　冊子とし

体

ての利便性向上を図る

的

ため、外部委託に

より

な

、カラーで子育てガイ

能

ドブックを作成する。

育

力

ま

た、広告収入により

開

費用負担を抑制する。

発

　発行部数：5,00

の

0部

4

令和  6 年度

取

子育て推進課の主な事

り

業

一般会計

放課後児

組

童クラブ運営事業
予算

み

額 356,249 千円

を

目的

　保護者が労働

支

等により昼間家庭にい

て

援

ない児童に対

し、放課

す

後に安心して過ごすこ

る

とができる居場所を

確

こ

保し、その健全な育成

と

を図る。

主たる内容

○

に

開設クラブ

　市内15

よ

小学校敷地内にそれぞ

り

れ開設

○開設日

　日曜

、

日及び年末年始を除く

母

毎日

○利用時間

　平日

推

子

：下校時～19時

　土

、

曜日祝日等学校休業日

父

：7時30分～19時

子

　※土曜日および祝日

家

は拠点開設

○利用料金

庭

　5,000円／月

の

4

雇用の
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入

○既存のクラブの環

課

境改善

5

令和  6 年 の度 子育て推進課の主な主 事業

一般会計

子ども

な

会活動育成支援事業
予

事

算額 1,713 千円

業

目的　

  刈谷市子ども会が活発に活動でき

一

るよう、刈谷市

子ども

般

会育成連絡協議会の運

 
会

営及び事務を支援し、

計

会の育成を図る。

　ま

放

た、刈谷市子ども会育

課

成連絡協議会に所属す

後

る

地域の子ども会を補

児

助することで、より活

童

発な活動

を促進すると

ク

ともに、児童の健全育

ラ

成を図る。

主たる内容

ブ

　

〇刈谷市子ども会育

6

施

成連絡協議会の活動補

設

助

〇市内単位子ども会

整

の活動補助

5

令和  

備

6 年度 子育て推進課の

事

主な事業

一般会計

地

業

域組織活動育成事業
予

予

算額 450 千円

目的

算

　地域等を拠点とした

額

子育て支援団体の活動

2

を支援

することにより

年

,

、親同士、子ども同士

1

の交流拡大、

身近な子

5

育ての相談相手の確保

0

を図る。

主たる内容

〇

千

子育て支援団体ネット

円

ワーク会議の開催

〇地域子育て支援団体の活

目

動補助

　＜補助額＞

　

的

　発足から5年以内　

　

  50,000円

　

度

放

　　　　　6年目以降

課

  40,000円

後

5

児童クラブの設

子

備の充実を図り、円滑

育

な運

営に努める。

主た

て

る内容

○第３クラブ整

推

備のための備品等の購


